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新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

固定資産の「修繕費」と「資本的支出」 
区分けは名目ではなく実質によって判断 
 

建物や自動車など、所有している固定資産を修繕した場合、基本的には「修繕費」として費用

を計上する。しかし、その修繕内容によっては、固定資産の「資本的支出」とみなされ、会計処

理が大きく変わってくる。「修繕費」、「資本的支出」ともに経費計上できることに違いはない

が、そのどちらに該当するかによって、経費計上の期間が異なってくる。経理担当者が混同しや

すい「修繕費」と「資本的支出」の区分には注意が必要だ。 

事業に使用している固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の

維持管理、または原状回復のために要したと認められる部分の金額は、「修繕費」として損金へ

の算入が認められる。 

ただし、その修理や改良などが固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるも

のである場合は、修繕費とはならず、「資本的支出」として、その固定資産の取得価額に加算し

て減価償却の対象としなければならない。 

そこで問題となるのは、「修繕費」となるかどうかの判定だが、これは修繕費や改良費などの

名目によって判断するのではなく、その実質によって判断しなければならないとされている。 

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね３年以内の期間を周期

として行われる修理、改良などである場合は、付加価値を与える修繕であっても、その支出した

金額を修繕費とすることができる。 

 

 


